
   

申請から許可まで 

申請書の受付等の日程 

他の法律との調整 

     

 農地について、権利の設定又は異動をしようとする場合の手続について説明します。 

 この申請は、農業者が耕作する目的で農地を取得しようとする場合の申請です。農地以外の目的に使用す

るために権利を取得する場合は、これとは別の申請が必要ですのでご注意ください。 

申請書を作成するにあたっては、この要領を参考とし、詳細について、必ず江別市農業委員会事務局に確

認して下さい。 

 

 

 

 

 農地法第３条の許可は農業委員会会長が許可します。 

 江別市農業委員会事務局では、申請案件毎に必要な記載事項や添付書類が整っているかを点検し、農業委

員会の定例総会（１２月を除く毎月末開催）で審議します。定例総会で可決すればこの時点で許可となりま

す。申請から可否の決定までは１ケ月（３０日）程の期間を必要とします。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               標準的な処理期間(一例) 
 

①   申請書受付締め切り 当月１０日 
 

②  審査、議案作成 当月１１日～１７日 

③ 農業委員会総会付議 当月３０日 

③   許可書交付（申請が可とされた場合） 翌月１０日 
 

 

 

 

 

 

 

■ 国土利用計画法との調整 

 農地法３条の許可対象農地以外にも売買される土地がある場合は、土地の投機的取引や地価の高騰

を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、一定面積以上の土地の取引をし

たときは、この法律により知事等に届け出なければならない場合があります。 

注：詳細については、江別市企画政策部都市計画課計画係（TEL 381‐1038）にて確認して下さい。 

 

概
ね
１
ケ
月 

申請書の受付等の日程は、概ね次

のとおりです。 

但し、年末年始においては、若干

異なる場合があります。 

 



   

申請書の編纂方法 提出部数は、最終頁の提出書類一覧表

で確認して下さい。 

 

 

 

 

※ 共有地で申請者が複数になる場合は、「申請者」を「申請者全員」と読み替えて下さい。 

次の場合は、別紙を作成し、申請書に綴じ込んで下さい。 

 

■一筆の一部を権利移動しようとするとき。 
   

 

 

 

 

 

 

■ 「許可を受けようとする土地の表示及びその状況」欄に申請地が多数ある為に

書き切れないとき。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■申請者が複数人いて、申請書の「申請者欄」に書き切れない時 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・別に実測図を作成し、申請書本体に綴じ込んで下さ

い。 

 申請書本体と同じ項目を別紙に作成

し、申請書本体に綴じ込んで下さい。 

 

実測図 

別紙 
許可を受けようとする土地の表示及びその状況 

     

     

     

     

 

別紙 

・ 別紙に「許可を受けようとする土地の表示」と同じ内容を作成

し、申請書本体に綴じ込んで下さい。 

別紙 
  
   申請者○○○○  
   申請者○○○○  
   申請者○○○○  
   申請者○○○○  

別紙 



   

申請事務の委任について 

本人確認について 

 

 

 

 

申請時は下記の本人確認を実施いたします。 

申請者（両申請者）又は代理人の本人確認書類の写し※以下参照 

【本人の顔写真が貼付された官公署発行の免許証、許可証もしくは資格証明書】 

 個人番号カード、運転免許証、旅券（パスポート）、運転経歴証明書、住民基本台帳カード（写真付き）、

在留カード、特別永住者証明書、身体障害者手帳、療育手帳など。 

【上記書類をお持ちでない方は以下の書類を2点以上の写し】 

健康保険被保険者証、各種医療費受給者証、生活保護受給者証、各種年金手帳、年金証書、住民基本台帳カ

ード（写真なし）、学生証（写真付き）、社員証（写真付き）など。 

 

 申請者が自ら許可申請書を江別市農業委員会に持参する時以外は、委任状を提出して下さい。（申請者の

片方が持参する時は、もう片方の申請者の委任。第三者が持参する時は、両申請者の委任が必要になりま

す。） 

 

 

 

 

 委任状の形式は、特に定めていませんので、次の記載例を参考にして作成して下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委   任   状 

 

代理人の住所                 

 

            氏名                 

電話               

 

 

私は、上記の者を代理人に選任し、農地法第３条の規定による許可申請書の

提出及び許可書又は受理通知書を受領することの権限を委任します。 

   

 

（あて先）江別市農業委員会会長 

 

令和  年  月  日 

 

委任者 住所 江別市美原○○番地      

      氏名  江別 太郎               印 

 

 住所 江別市東野幌○○番地      

      氏名  野幌 一郎               印 

 

江別市野幌○○番地 

電話連絡が主となるの

で、必ず電話番号を記

載して下さい。 

 

江
別
江
別

野
幌
野
幌

３８４－×××× 

㈱ ▼○測量 
担当者 大麻 三郎 



   

　　　　　　　　　　◎　 ＝必要な書類

 　　　　　　　　　 △　 ＝事案に応じて必要な書類

　　　　　　　　　　個人＝申請者が個人のとき
　　　　　　　　　　法人＝申請者が法人のとき

個人 法人 原本

農地法第３条の許可申請書 ◎ ◎

別紙１　農地法その他農業に関する法令の遵守の

　　　　状況等
◎ ◎

別紙２　農地所有適格法人としての事業等の状況 × ◎

別紙３　使用貸借又は賃貸借に係る追加記載事項 △ △
解除条件付き貸借による農地の借入の場合に提出

してください。

２ 土地登記簿　全部事項証明書 ◎ ◎ 1

３ 法人登記簿　全部事項証明書 × ◎ 1

４ 定款、寄付行為又は規約 × ◎ 1

５ 組合員名簿又は株主名簿の写し × ◎ 1

６ 他法令の許可・認可議決等を証する書面又は写し △ △ 1 例）採石法の登録等

７ 位置図(縮尺５万分の１程度) ◎ ◎ 1 申請箇所を明示してください。

８ 地番図 ◎ ◎ 1 公図等

９
一筆の土地の一部について権利移転（設定）しよう

とするとき、その土地を特定する実測図(縮尺３００分
の１～２０００分の１程度)

△ △ 1
内地番の場合

申請書ど同じ部数作成し、申請書に綴じ込みしてく
ださい

１０
抵当権、仮登記等が設定されている場合

　権利者の抹消同意書、転用同意書
△ △ 1

１１
申請地が土地改良区地域内の場合

　土地改良区の同意書
△ △ 1

１２
取水、排水について水利権者からの同意を必要とす

る場合　関係者の同意書
△ △ 1

１３
粉じん、汚水、騒音、日陰等の出る施設等の場合

防除計画及び周辺の者の同意書
△ △ 1

１４ 営農証明 △ △ 1
江別市以外で農業を営んでいる場合、提出してくだ

さい。

１５ 住民票（戸籍の附票等） △ △ 1
現住所が異なる場合。

新規就農の場合。

１６ △ △ 1 新規に就農する場合、提出してください。

１７ ◎ ◎ 1

１８ △ △ 1

１９ △ △ 1
申請書の持参者が申請者と異なる場合に提出してく

ださい

２０ その他の書類等 △ △ 1
申請目的実現の確実性を確保するために、事案に応

じて提出していただく場合があります。

提出の要否 提出部数
摘 要

１ 1

委任状

営農計画書、事業内容の説明書

農地売買契約書（写し）、農地賃貸借契約書(写し)又は農

地使用貸借契約書（覚書等）の写し及び事業内容の説明
書

法人損益計算書、貸借対照表及び収支計算書

番

号
図 書 名

解除条件付き貸借による農地の借入の場合には、

その旨を明記した契約書の写しを提出してください。

該当がある場合、提出してください。

添

付
書
類

添

付
図
面

同

意
書
等

証

明
書
等

江別市農業委員会事務局
〒067-8674 江別市高砂町６番地

Tel:011-381-1054 Fax:011-381-1072

農地法３条許可申請書の提出書類等一覧表


